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福知山河川国道事務所由良川メディア連携協議会での取組一覧表(1)

1

由良川の取組 第2回協議会での情報共有内容 第3回協議会での情報共有内容

①水害・土砂災害情報統合ポータルサイトの作成
・ポータルサイトについて、由良川メディア連携協議会で情報共有を行い、由良川流域

4市（福知山市、綾部市、舞鶴市、宮津市）の住民への周知

・川の防災情報

【資料２－２P.47】
―

②ＤｉＭＡＰＳによる災害ビッグデータを含む事前情報・被害情報の

一元表示

・DiMAPSについて、由良川メディア連携協議会で情報共有を行い、由良川流域4市

（福知山市、綾部市、舞鶴市、宮津市）の住民へ周知

・DiMAPS機能

【資料２－１P.23】
―

④「ワンフレーズ・マルチキャスト」の推進

・簡素化した洪水予報文の見出し文を参考に、各メディアにおいて伝達。加えて、各メ

ディアの特性に応じて補足情報を追加する。

・観測所等の読み仮名リストを配布

・よみがなリスト

【参考資料４】
―

⑤災害情報（水害・土砂災害）用語・表現改善点検会議の実施 ―

⑥天気予報コーナー等での水害・土砂災害情報の平常時からの積

極的解説
―

⑧地域防災コラボチャンネルの普及促進
・より地域に密着した防災情報を住民に発信することを目的として、テレビ放送局や新

聞社と連携し、防災コンテンツ等を検討・構築

・川の防災情報、由良川リアルタイム防

災情報

【資料２－１P.27】

―

⑨水害リスクラインによる地先毎の危険度情報の提供

・一般向けに提供を開始した「水害リスクライン」の機能や得られる危険度情報の見方

等について情報共有し、メディア関係者と意見交換会（共同勉強会）を行い、由良川流

域4市町の住民（視聴者等）に周知

・川の防災情報（水害リスクライン）

【資料２－２P.16】
―

⑩ダム下流部のリスク情報の共有 ― ・大野ダム下流の浸水想定図

⑪ダムの状況に関する分かりやすい情報提供 ― ・大野ダム放流通知

⑫天気予報コーナー等での地域における災害情報の平常時からの

積極的解説
⑤、⑥と同じ ― ―

⑬テレビ、ラジオ、ネットメディア等と連携した「マイ・タイムライン」の

普及促進

・マイタイムラインの必要性や、策定ツール、作成方法の講習会等の情報を、由良川

メディア連携協議会で情報共有を行い、由良川流域4市（福知山市、綾部市、舞鶴市、

宮津市）の住民へ周知

― ・マイタイムラインの事例を紹介

⑮スマホアプリ等の活用促進に向けた災害情報コンテンツの連携

強化
・防災情報アプリを運用して住民が直接必要な災害情報を得られるようにする

・防災情報アプリ

【資料２－１P.31】
―

⑯河川監視カメラ画像の提供によるリアリティーのある災害情報の

積極的な配信

・リアルタイム防災情報や川の防災情報や水位情報、Youtubeコンテンツについて情

報共有及び連携し、住民（視聴者）に周知

・川の防災情報、由良川リアルタイム防

災情報

【資料２－１P.27】

―

⑱水害・土砂災害情報を適切に伝えるため専門家による解説を充

実

・大雨の影響による河川の増水や最新の状況、今後の見通しについて解説

・台風説明会や特別警報発表時の記者会見を実施し、早期注意情報（警報級の可能

性）が「中」以上の場合にTV会議システムによる気象解説を実施

― ―

項目
Ａ：災害情報単純化プロジェクト

・行政関係者と報道関係者（記者、キャスター含む）の意見交換会（共同勉強会）など

を実施し、メディア関係者と用語や表現内容の点検・改善を行う。

・災害対策基本法一部改正による防災

情報の見直し

・川の用語集

【資料２－１P.3、参考資料３】

Ｂ：災害情報我がことプロジェクト

・平常時及び洪水時のダム下流域におけるリスク情報を分かりやすく提供・周知

・放流連絡、放流警報及びダム情報ホームページについて、より分かりやすく緊迫感

が伝わる文面・画面に修正。

・ダム湖映像を公開。

Ｃ：災害リアリティー伝達プロジェクト



福知山河川国道事務所由良川メディア連携協議会での取組一覧表(2)
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由良川の取組 第2回協議会での情報共有内容 第3回協議会での情報共有内容

⑲住民自らの避難行動のためのトリガー情報の明確化 ・警戒レベル相当情報を付した、防災情報の発表
・洪水予報文の変更

【資料２－１P.29】

⑳緊急速報メールの重要性の住民への周知
・警戒レベルや緊急速報メールの意味、配信タイミング等について、メディア関係者へ

情報共有及び連携し、住民に周知

警戒レベルについて紹介

【資料２－１P.5】
・緊急速報メールについて紹介

㉒新聞等の紙メディアとネットメディアの連携

㉓テレビ等のブロードキャストメディアからネットメディアへの誘導

㉔様々なメディアでの行政機関の災害情報サイトの活用

㉕災害情報のＳＮＳへの発信力の強化 ・「川の水位情報」サイトにSNS投稿ボタンを追加

㉖行政機関によるSNS公式アカウントを通じた情報発信の強化

・関係メディアによる公式アカウントのフォロワー登録及び積極的なリツイートにより、
信頼性の高い災害情報をリアルタイムに提供

・緊急記者会見をYouTubeによるライブ中継を実施

・TikTokと連携した防災気象情報の普及啓発コンテンツの配信

㉗ハッシュタグの共通使用、公式アカウントのリンク掲載による情報

拡散
㉕と同じ

㉘ＳＮＳ等での防災情報発信及びリツイート ㉖と同じ ― ―

㉚地方におけるメディア連携協議会の設置

・由良川メディア連携協議会を開催し、より地域に沿った災害情報の発信及び地域コ

ミュニティーの防災力強化に向けた取組を実施

・協議会への参加を通じて各種取り組みに対する関係機関との連携を深める

― ―

㉜「避難インフルエンサー（災害時避難行動リーダー）」となる人づく

り

・自主防災組織に対し、防災リーダー研修等を実施し、避難インフルエンサーとなる人

材を育成する
・コミュニティーラジオに消防団員が出演し、団員確保を呼びかけ。

―

・防災リーダー研修等の実施、コミュ

ニティーラジオでの呼びかけの実施
事例等を紹介。

㉝登録型のプッシュ型メールシステムによる高齢者避難支援「にげ

なきゃコール」

・「にげなきゃコール」について、由良川メディア連携協議会で情報共有を行い、由良

川流域4市（福知山市、綾部市、舞鶴市、宮津市）の住民へ周知

・逃げなきゃコールについて紹介

【資料２－１P.32】
―

Ｆ：地域コミュニティー避難促進プロジェクト

Ｅ：災害情報メディア連携プロジェクト

・メディア関係者と連携して、防災情報コンテンツ等の二次元コードを住民に拡散する
・メディア関係各社のHPにて各種防災コンテンツにリンクを掲載

―

・メディア関係各社の防災情報への

リンク、二次元コードの掲載事例を紹

介。

・近畿地方整備局河川部及び福知山

河川国道事務所Twitterの紹介

【資料２－１P.30】

―

Ｄ：災害時の意識転換プロジェクト

項目
Ａ：災害情報単純化プロジェクト



福知山河川国道事務所災害対策基本法等の一部を改正

3出典：内閣府防災情報のページ（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/）

〇災害対策基本法が令和３年に改正（災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和３年法律第３
０号）：５月１０日公布、５月２０日施行）されたことを受け、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修
正等する際の参考として、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、
「避難情報に関するガイドライン」として令和３年５月１０日に公表された。

自治体が発令する「避難勧告」を廃止し、「避難指示」に一本化するこ
となどを柱とする改正災害対策基本法が公布された。

自治体が発令する避難情報などを災害発生の切迫度に応じて５段階
で示す警戒レベルについて、

レベル３が 「避難準備・高齢者等避難開始」➡「高齢者等避難」
レベル４が 「避難勧告・避難指示」 ➡「避難指示」
レベル５が 「災害発生情報」 ➡「緊急安全確保」

にそれぞれ変更された。

【これまでの課題】
・警戒レベル４避難勧告で避難せず被災する人が多いが、警戒レベル４の避難勧告
、避難指示(緊急)の意味の違いが正しく住民に理解されておらず、また、両方が警戒
レベル４に位置付けられ住民にわかりにくい。
・現行の警戒レベル５「災害発生情報」は、とるべき行動がわかりにくく、また、市町村
が災害の発生を把握できず発令できないことが多いため、有効に機能していない。
・現行の警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」は、名称が長く、また、一般の
人に求める「避難準備」から名称が始まるため、高齢者等に避難を求める情報である
ことが伝わりにくい。
・高齢者等に早期避難を促すことができる明確な規定がない。



福知山河川国道事務所災害対策基本法等の一部改正

4出典：内閣府防災情報のページ（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/）

〇災害対策基本法の一部改正により、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の
実施体制の強化を図る。

・避難行動要支援者（高齢者等）の個別避難計画の作成努力義務化
・広域避難（他の市町村への避難）に係る規定等の措置



福知山河川国道事務所警戒レベル相当情報

5出典：内閣府防災情報のページ（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/）

〇市区町村は、警戒レベル相当情報（河川水位や雨の情報）の他、暴風や日没の時刻、堤防や樋門
等の施設に関する情報なども参考に、総合的に避難情報等（警戒レベル）の発令を判断する。

警戒レベル相当情報で、自主的に避難することも重要である。



福知山河川国道事務所指定河川の洪水予報
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※氾濫水の予報
平成17年7月の水防法および気象業務
法の改正により、従来の洪水のおそれが
あるときに発表する水位・流量の予報に
加え、河川が氾濫した後においては浸水
する区域及びその水深の予報を行うこと
になりました。平成31年3月現在では、
利根川及び阿武隈川の一部の区間におい
て、氾濫水の予報を実施しています。

出典：気象庁ウェブサイト（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/flood.html）

高齢者等避難

全員避難

緊急安全確保

〇指定河川洪水予報は、河川名と危険度のレベルに応じた情報名とを組合せて発表されます。



福知山河川国道事務所水位情報と警戒レベル

○氾濫発生の危険度と避難行動のタイミングに注目し、水位の警戒レベルを設定、区切りとなる水位の
名称は警戒レベルを認識できるように変更。

○氾濫発生の危険度は、「注意」「警戒」「危険」の３段階を設定。なお、氾濫の発生は、水位とは直
接リンクしない事象であるが、住民等へのわかりやすさを考慮して警戒レベルを区分。

○水位の中での危険性の順番と、受け手がとるべき具体的な行動がわかるように用語を改善。
○洪水予報指定河川と水位情報周知河川で水位情報を提供。
●洪水予報指定河川の洪水予報の発表文を改善
●「避難情報に関するガイドライン」（内閣府）で、防災情報を5段階の警戒レベルで提供する。

7

警戒
レベル

水位の警戒レベルと区切りとなる水位情報

災害への心構えを高める。水防団は待機する。

自らの避難行動を確認。水防団が出動するとともに、市町村は高齢者等避
難発令を判断。

危険な場所から高齢者等は避難。市町村は避難指示発令を判断。

危険な場所から全員避難。
いつ氾濫が発生してもおかしくない状態。

命の危険 直ちに安全確保！ 緊急安全確保
氾濫水への注意を求める段階。市町村は、救援活動等が必要。



福知山河川国道事務所警戒レベル
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○災害発生のおそれの高まりに応じて、居住者等がとるべき行動を５段階に分け、「行動を居住者等に
促す情報」及び「行動をとる際の判断に参考となる情報（警戒レベル相当情報）」との対応を明確に
し、その上で、それぞれを5段階に区分した警戒レベルに対応させることで、出された情報からとるべ
き行動を直感的に理解しやすいものとしている。

〇洪水の危険度分布（水害リスクライン）が警戒レベル相当情報に位置付けられた。

出典：内閣府防災情報のページ（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/）



福知山河川国道事務所災害時の警戒レベル

9

○洪水時には気象庁や市町村より警戒レベルを用いた避難情報が発令される。

■警戒レベルは全部で5段階あり、レベル2までは気象庁が、レベル3以降は市町村が発令します。
危険な場所から警戒レベル3で＜高齢者等は避難＞、警戒レベル４で＜全員避難＞です。
ただし、危険が迫ってきていると感じたら、さらに早い段階から避難をすることも必要です。
また、「警戒レベル5」が発令された場合は、すでに近隣のどこかで災害が発生している状況です。

出典：内閣府防災情報のページ（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/）

警戒レベル3で高齢者等は避難、警戒レベル４で全員避難と住民に周知する。



福知山河川国道事務所
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避難行動

○身の安全を確保するためにとる「立退き避難」・「屋内安全確保」・「緊急安全確保」の全
ての行動が避難行動であるが、指定緊急避難場所や安全な親戚・知人宅等に避難する「立退
き避難」が避難行動の基本である。

出典：内閣府防災情報のページ（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/）

避難行動 避難先 （詳細） 当該行動をとる避難情報

緊急安全確保
・安全とは限らない自宅・施設等
・近隣の建物
　（適切な建物が近隣にあると限らない）

・上階へ移動
・上層階に留まる
・崖から離れた部屋に移動
・近隣に高く堅牢な建物があり、かつ自宅・施設等よりも
　相対的に安全だと自ら判断する場合に移動　等

警戒レベル５ 緊急安全確保
（※津波は避難指示のみ発令）

⽴退き避難 安全な場所

・指定緊急避難場所
  （小中学校・公民館・高台・津波避難ビル・津波避難タワー等）
・安全な自主避難先
 （親戚・知人宅、ホテル・旅館等）　等

警戒レベル３ 高齢者等避難
警戒レベル４ 避難指示
（※津波は避難指示のみ発令）

屋内安全確保 安全な自宅・施設等
・安全な上階へ移動
・安全な上層階に留まる　等

警戒レベル３ 高齢者等避難
警戒レベル４ 避難指示

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 警戒レベル４までに必ず避難 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「立退き避難」を行う必要がある居住者等が、適切なタイ
ミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等
して避難することができなかった等により避難し遅れたた
めに、災害が発生・切迫（切迫とは、災害が発生直前、又
は 未確認だが既に発生している蓋然性が高い状況）し、

立退き避難を安全にできない可能性がある状況に至って
しまったと考えられる場合に、立退き避難から行動を変容
し、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、
その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ
直ちに移動等することが「緊急安全確保」である。



福知山河川国道事務所
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屋内安全確保

○「屋内安全確保」を行うためには少なくとも以下の条件が満たされている必要がある。
❶自宅・施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域※1に存していないこと
❷自宅・施設等に浸水しない居室があること
❸自宅・施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障※2を許容できること

※1 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想定される区域
※2 支障の例：水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ

電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ

ハザードマップで自宅やその周辺がどういう場所なのかを
確認し、避難が必要かどうかを把握しておく。

出典：内閣府防災情報のページ（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/）



福知山河川国道事務所洪水浸水想定区域図とハザードマップの関係

国土交通省近畿地方整備局：https://www.kkr.mlit.go.jp/river/bousai/shinsuisoutei.html

〇洪水浸水想定区域は、洪水などにより河川の堤防が決壊した場合に浸水が予想される区域の
ことで、河川管理者が指定する。

また、洪水浸水想定区域図は、その浸水想定区域と区域内の浸水深さを示した図面である。

事前に浸水想定区域・浸水深さを把握しておくことで、少しでも被害を少なくするために指定・公
表する。

洪⽔浸⽔想定区域図 （⽔防法第14 条で規定）

想定最⼤規模
想定し得る最⼤規模の降⾬（計画規模を上回

るもの）によって破堤⼜は溢⽔した場合に、そ
の氾濫⽔により浸⽔することが想定される区域
（洪⽔浸⽔想定区域）・浸⽔深の情報

計画規模 計画規模の降⾬に基づく洪⽔浸⽔想定区域・
浸⽔深の情報。

浸⽔継続時間
（想定最⼤規模降⾬時）

想定し得る最⼤規模の降⾬（計画規模を上回
るもの）時の浸⽔継続時間。

屋内での待避等の安全確保措置の指⽰等の判
断に資するもの。

家屋倒壊等氾濫想定区域（災害対策基本法第60 条第３項に基づく
屋内での待避等の安全確保措置の指⽰等の判断に資するもの）

氾濫流 洪⽔時に家屋の流失・倒壊をもたらすような
洪⽔の氾濫流が発⽣するおそれがある範囲

河岸侵⾷ 洪⽔時に家屋の流失・倒壊をもたらすような
洪⽔時の河岸侵⾷が発⽣するおそれがある範囲

市町村の長は、
「洪水浸想想定区域図」に
避難場所等を記載した

「洪水ハザードマップ」を作成し、
各世帯に提供する。
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由良川流域4市（福知山市、綾

部市、舞鶴市、宮津市）も各市
のホームページで「洪水ハザ
ードマップ」を公表している。



福知山河川国道事務所洪水浸水想定区域図とは

〇洪水浸水想定区域とは、洪水予報河川（※１）及び
水位周知河川（※２）において、想定しうる最大規模の
降雨により当該河川が氾濫した場合に、浸水が想定さ
れる区域のこと。

洪水浸水想定区域図（H28.8.30公表）

洪水予報河川（※１）

・洪水予報河川とは、２以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大
きい河川で、洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして
指定した河川のことをいいます。

・洪水予報河川に指定された河川では、洪水が発生するおそれがある場合に、気
象庁が降水量などの気象を、国土交通省が河川の水位又は流量をそれぞれ予
測し、両者が共同で関係行政機関及び放送機関・新聞社等の協力を得て、地域
住民の方々へ洪水注意報・警報等の洪水に関する情報を提供します。

水位周知河川（※２）

・水位周知河川とは、流域面積が比較的小さく洪水予報を行う時間的余裕がない
河川であって、水防法改正により、この河川の水位が避難判断水位に達したこと
を浸水想定区域内の住民に周知することにより、水災等の被害軽減を図ることと
した河川のことをいいます。

破堤や越水による
浸水区域を想定

堤防河川

もしも、河川が氾濫したら・・・

これを洪水浸水想定区域といいます

13



福知山河川国道事務所浸水継続時間とは

浸水深0.5mに達してから、下回るまでの時間を表示。

【公表する目的】
・立ち退き避難（水平避難）の要否の判断や企業BCPの策定等、長期間の浸水による支
障を防ぐ有用な情報となるため。

※浸水深0.5m：屋外への避難が困難、孤立する可能性のある水深

長期間の自宅避難となった場合の生活環境の悪化説明例

洪水ハザードマップ作成の手引き（国土交通省）より

浸水継続時間

14
福知山市役所付近のハザードマップ表示例



福知山河川国道事務所家屋倒壊等氾濫想定区域図とは

家屋倒壊等氾濫想定区域

堤防決壊に伴い⽊造家
屋が倒壊した状況

流失家屋の位置

河岸侵⾷により家屋
倒壊した状況

・河川堤防の決壊⼜は洪⽔氾濫流により、
⽊造家屋の倒壊のおそれがある区域

・洪⽔時の河岸侵⾷により、
⽊造･⾮⽊造の家屋倒壊のおそれがある区域

河岸侵食

河岸侵⾷による家屋の流失
〔写真提供／⻄⽇本新聞社〕

家屋倒壊危険ゾーン（洪⽔氾濫） 家屋倒壊危険ゾーン（河岸侵⾷）

【公表する目的】

・洪水時に家屋が流出・倒壊等のおそれがある範囲で、洪水時における屋内安全確保（垂
直避難）の適否の判断等に用いるため。

15福知山市役所付近のハザードマップ表示例



福知山河川国道事務所浸水ナビ

浸水ナビ：https://suiboumap.gsi.go.jp/

「地点別浸水シミュレーション検索システム」（浸水ナビ）は、浸水
想定区域図を電子地図上に表示するシステムです。

16

〇浸水ナビで、洪水浸水想定区域図の詳細情報（浸水深、浸水継続時間等）を事前に確認できる。



福知山河川国道事務所浸水ナビ

浸水ナビ：https://suiboumap.gsi.go.jp/ 17



福知山河川国道事務所浸水ナビ

浸水ナビ：https://suiboumap.gsi.go.jp/ 18



福知山河川国道事務所浸水ナビ

浸水ナビ：https://suiboumap.gsi.go.jp/

操作方法(1)
「河川から」または「地点から」
確認したい場所を選定する。

19



福知山河川国道事務所浸水ナビ

浸水ナビ：https://suiboumap.gsi.go.jp/

操作方法(2)
①浸水確認地点、②破堤地点を指定する。
③浸水確認地点のシミュレーショングラフを表示し、④アニメーションを表示する。

浸⽔確認地点

破堤地点

浸⽔確認地点の最⼤浸⽔
深等が表⽰される

破堤からの時間と浸⽔深
の時系列図が⽰される

20



福知山河川国道事務所

21

ハザードマップの活用法

○平常時からハザードマップを活用し、避難所等を知っておく。

■ハザードマップを見て確認するべきこと
・自宅やその周辺がどのような状況になるか ・どこに避難するべきか
・安全に避難するにはどのルートを通ればよいか

①

③

②

出典：福知山市総合防災ハザードマップ

自宅やその周辺にはどのようなリスクがあるのか、災害時に自分はどのルート
を通って、どこの避難所に避難すべきかを事前に把握しておくことが重要。

■ハザードマップに載っている情報
① どこがどれくらい危険か

② 洪水時に早期の退避が必要な区域はどこか

③ 避難所の場所や避難するべき方向

2階以上が浸⽔する
可能性のある区域

氾濫した⽔や河川の⽔の流れによって
家屋が倒壊する危険のある区域



福知山河川国道事務所
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ハザードマップの活用法

○ハザードマップが必ずしも正しいとは限らない。
○危険区域に指定されていない場所でも被害が発生する場合もある。

決して洪水を他人事とは考えず、もしものときに避難するべき場所を事前に

確認する。

■リスク空白地帯で氾濫発生
⇒令和元年台風第19号では、ハザードマップ等で危険区域に指定されていない箇所でも浸水が発生。

必ずしも「危険区域に指定されていない＝危険性が全くない」というわけではない。

出典：令和元年台風第19号等による被害（国土交通省）

阿武隈川の台風第19号による実際の浸水箇所 阿武隈川の洪水浸水想定区域図



福知山河川国道事務所

総合災害情報システム（DiMaps）：https://dimaps.mlit.go.jp/dimaps/

総合災害情報システム（DiMaps）

23

○地震（震度情報）や風水害等の「被害情報」をほぼリアルタイムで表示される。
○浸水想定区域図、土砂災害危険個所等の「事前情報」を確認できる。



福知山河川国道事務所
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総合災害情報システム（DiMaps）：https://dimaps.mlit.go.jp/dimaps/

総合災害情報システム（DiMaps）



福知山河川国道事務所
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総合災害情報システム（DiMaps）

災害情報表示例（令和2年災害情報）



福知山河川国道事務所
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総合災害情報システム（DiMaps）

事前情報表示例



福知山河川国道事務所由良川リアルタイム防災情報
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○由良川リアルタイム防災情報では、由良川沿川に設置されているカメラの映像や由良川の
水位、由良川流域の降雨量を確認できる。

カメラのアイコンをクリックすると、
現在の川の様⼦を⾒ることができる 過去の洪⽔時の様⼦も確認可能

（H26.8洪⽔時）

由良川リアルタイム防災情報：https://www.fukuchiyama.kkr.mlit.go.jp/Top.aspx

■ライブカメラ

携帯端末向け情報



福知山河川国道事務所由良川リアルタイム防災情報
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○由良川リアルタイム防災情報では、由良川沿川に設置されているカメラの映像や由良川の
水位、由良川流域の降雨量を確認できる。

△のアイコンをクリックすると、
現在の⽔位が確認できる

由良川リアルタイム防災情報：https://www.fukuchiyama.kkr.mlit.go.jp/Top.aspx

■水位情報

⽔位がどこまで上昇し
ているかを確認できる



福知山河川国道事務所洪水予報文
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○防災情報（洪水予報文）に、読み仮名および警戒レベル相当情報を付加することで、住民自らの避難行
動のための情報の明確化を行う。

よみがな

よみがな
よみがな

よみがな

よみがな



福知山河川国道事務所災害時の防災情報の発信
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○令和元年６月１２日に、近畿地方整備局
河川部Twitterを開設
「@mlit_kinki_riv」

○災害時には「氾濫危険情報」、「氾濫発生情報」に合わせた緊急速報メール（洪水予報河川）、
twitterなどのSNSを活用した情報発信を実施している。

○平成２９年１１月に、近畿地方整備局
福知山河川国道事務所Twitterを開設
「@mlit_fukuchi」



福知山河川国道事務所

福知山市公式防災アプリ：https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/uploaded/attachment/24646.pdf

福知山市公式防災アプリ
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福知山河川国道事務所

国土交通省（逃げなきゃコール）：https://www.mlit.go.jp/river/risp/policy/33nigecall.html

逃げなきゃコール

32

○「逃げなきゃコール」で、一人暮らしの親等が住む地域の水位情報や浸水リスクを、離れて暮らす子
供等親族に通知。親族による避難の声かけ（人から人）を支援し、住民の避難行動を促す。

登録型のプッシュ型情報配信システムによる高齢者避難支援「逃げなきゃコール」

「逃げなきゃコール」とは、離れた場所に暮らす高齢者等の家族に危険が差し迫っ
た場合、家族が直接電話をかけて避難行動を呼びかける取組です。そのために、ス
マートフォンアプリやSMS（ショートメッセージサービス）の地域登録機能を活用し、
プッシュ型で家族の住む場所の河川情報等を入手するものです。

これまで、国土交通省とNHK、ヤフー、KDDIによりアプリやサービスの提供や逃げ
なきゃコールの周知等の取り組みを進めてきましたが、この度、新たにNTTドコモが
加わり、今年度の出水期からは４社で取り組みを進めることとなりました（※NTTドコ
モのサービス開始は6月頃を予定）。


